
悪質商法には、いろいろな形態があります。　トラブルの多い商法には次のようなものがあります。
●送り付け商法（健康食品等）
　突然電話で「以前注文してもらった健康食品を送ります。」「注文を受けてから生産してますのでキャンセルはできません。」
などと言って、注文した覚えがない商品を一方的に送り付けて代金を騙しとる商法をいいます。
●点検商法
　「無料点検に来た。」と言って来訪した家に上がり込み、「床下の土台が腐っている。」などと不安をあおり、不要な工事を行
う商法をいいます。
●かたり商法（火災報知器、消化器）
　「消防署の方

・
からきました。」と消防署関係者を装い、高額な商品を売りつける商法をいいます。

●相談事例
　点検商法にご注意を！
　業者が、「下水道の点検を無料でさせていただきます。」などと言って消費者宅を訪問し、点検後、配水管等の高圧洗浄や修理
工事を勧誘し、さらに「床下もみせてください。」「床下が湿気ているので除湿剤をひいたほうがいい。」など嘘を言って高額な
工事代金を騙しとる事件が発生しています。
　その場ですぐに契約せず、じっくり考え、家族等に相談してから契約をしましょう。

あなたを狙う悪質商法

◎　連　絡　先　◎
　長万部町役場産業振興課　☎２－２４５５

　消費者ホットライン（局番なし）１８８（函館消費者センター又は国民生活センターへ繋がります）
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